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第１章 はじめに 
１ 下水道事業の経営戦略 
下水道事業は、町民の生活環境及び公衆衛生を支える重要なライフラインとして、下水道施設の適切な

管理運営及び必要なサービスの提供を担っています。しかしながら、急速な人口減少に伴う使用料収入
の減少や、管路及び施設等の老朽化に伴う更新事業費の増加等により、事業を取り巻く経営環境は一層
厳しさを増しています。 
このような状況の下、平成 26 年 8 月 29 日付総務省自治財務局通知「公営企業の経営に当たっての留

意事項について」においては、将来にわたり住民生活に不可欠なサービスを安定的に提供するため、中長
期的な視点に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、これに基づく経営基盤の強化及び財政
マネジメントの向上を図ることの重要性が示されています。 
また、総務省は、新たなロードマップに基づき、全ての事業において令和 5 年度末までに公営企業会

計の適用を要請するなど、持続可能な経営の確保に向けた取組を推進しています。 
本町では、これらを踏まえ、将来にわたる安定的かつ計画的な事業運営を行うことを目的として、平成

29 年 3 月に「斜里町下水道事業経営戦略」を策定しました。その後、総務省が平成 31 年 4 月に公表し
た「経営戦略ガイドライン改訂版」及び令和 4 年 1 月に示された「経営戦略の改定推進について」にお
いて、料金収入、施設更新費用及び維持管理費等を投資・財政計画に的確に反映させることが求められて
います。 
こうした国の動向や本町下水道事業を取り巻く現状を踏まえ、現時点における経営状況の把握及び分

析を行うとともに、投資・財政計画の見直しを行い、将来に必要となる更新需要及び財政収支の見通しを
検証しました。本計画は、これらの検討結果を基に、将来にわたり町民生活に必要な下水道サービスを安
定的に提供することを目的として、「斜里町下水道事業経営戦略」を改定するものです。 
 
 
２ 経営戦略策定に当たっての基本方針 
下水道事業に求められる役割を果たし、事業を将来にわたり継続的に運営していくため、次のような点

を重視して、経営戦略を立案し、戦略に基づく合理的な経営を推進します。 
 
① 公営企業事業に関する現状分析・将来予測や、経営環境の類似する団体との比較分析に基づき、戦

略を立案します。 
② 下水道事業における管渠・施設の状況を踏まえた「投資試算」と、企業債・使用料収入などの「財

源試算」を行い、両者の調整を図った上で実現可能な戦略を立案します。 
③ 投資（支出）と財源（収入）を均衡させ、安定的な経営を実現するため、組織運営の効率化や人材

育成、施設・設備の合理化、民間活力の導入など、経営健全化に向けた取組を経営戦略において整
理し、推進します。 
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３ 計画期間 
本計画は、中長期的な視点に立ち、経営基盤の強化等に計画的に取り組むことができるよう、10 年以

上の計画期間を基本とすることから、令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間とします。なお、計画
の見直しについては、5年ごとに実施することを基本とします（次回の見直しは令和 13年 3月を予定し
ています）。ただし、事業の進捗状況や社会経済情勢等の変化により、「投資・財政計画」と実績との間に
著しい乖離が生じた場合には、必要に応じて随時見直しを行うものとします。 
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第２章 事業概要と現状分析 
１ 斜里町下水道事業の概要 
（１）沿革 
本町における下水道事業は、町民の生活環境の向上を目的として、公共下水道事業及び特定環境保全公

共下水道事業により実施しています。 
公共下水道事業については、昭和 53年度に「斜里町公共下水道事業基本計画」を策定し、事業に着手

しました。その後、管渠整備及び処理場建設を進め、昭和 62年 10月に一部供用を開始しました。以降、
整備の進捗に合わせて処理区域を拡大し、管渠整備及び処理場の増設を行い、平成 5 年度には 2 系列目
の供用を開始しています。現在は、事業計画区域 396.0ヘクタールのうち、331.2ヘクタールの整備を完
了しています。 
特定環境保全公共下水道事業については、平成 8 年度に「斜里町ウトロ地区特定環境保全公共下水道

事業計画」を策定し、事業に着手しました。その後、管渠整備及び処理場建設を進め、平成 14年 4月に
一部供用を開始しました。以降、整備の進捗に伴い処理場の増設を行い、平成 21年度には 2系列目の供
用を開始しています。現在は、事業計画区域 66.8ヘクタールのうち、60.8ヘクタールの整備を完了して
います。 
なお、令和 6年 4月 1日には、地方公営企業法を適用し、公営企業会計 1へ移行しました。 

 
 
（２）事業の現況 
事業及び普及の概要は、次のとおりです。 
 

図表 2-1 事業及び普及の概要（令和６年度末現在） 
項  目 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 

供用開始年月日 昭和 62年 10月 1日 
（供用開始後 37 年 6か月） 

平成 14年４月１日 
（供用開始後 22 年 0か月） 

法適（全部・財務）・非適
の区分 

法適用（財務） 法適用（財務） 

行政区域内人口 9,307人 1,081人 

処理区域内人口 7,206人 892人 

水洗化人口 6,844人 813人 

普及率（水洗化率） 
（現在水洗便所設置済人口/ 

現在処理区域内人口） 
94.98% 91.14% 

 
 

 
1 水道や下水道などは、料金（使用料）収入を元に特定の事業を行っており、民間企業のような性質を持っている。その
ため、固定資産管理や複式簿記などの会計処理を行っており、その会計方式を公営企業会計という。 
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（３）使用料体系 
本町の下水道使用料体系は、企業債償還費などの固定的経費の割合が高いため、基本使用料により一定

割合の収入を確保し、経営の安定化を図る構造としています。基本汚水排出量は 10㎥とし、これを超え
る排出量については、処理施設への負荷が大きくなることから従量制を採用しています。 
令和 4年 4月には、使用料改定を行いましたが、下水道事業の財政状況は依然として厳しいことから、

利用者の負担をできる限り抑える努力を行いつつも、事業の経営実態を反映した使用料体系について、
今後も定期的に検討する必要があります。 
 

図表 2-2 下水道使用料（公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業） 

種  別 
基本使用料 

（１か月につき） 超過使用料 
（１㎥につき） 基本汚水排出量 使用料 

一般用 10㎥まで 1,680円 180円 
公衆浴場用 100㎥まで 13,200円 144円 

 
 
（４）施設の状況 
【公共下水道事業】 
下水道管渠については、昭和 54年から整備を開始し、全体計画区域のうち定住区域については概ね整

備を終えています。これまでに整備された汚水管渠施設の総延長は約 60.5kmとなっており、今後、布設
から 50年を経過する管渠が順次発生することから、適切な管理が必要となります。老朽化を放置した場
合、流下機能の停止によるトイレ使用の制限や未処理下水の流出、管渠の破損による道路陥没など、日常
生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれがあります。 
下水終末処理場については、昭和 62 年に供用を開始し、現在、築 37 年を迎えています。人口減少に

伴い、下水道処理人口は減少傾向にあり、流入水量についても同様の傾向を示していますが、既設の 2系
列により運転を行っています。なお、下水道法に基づく機械・電気設備の標準耐用年数は 15年とされて
いますが、機器更新に係る費用の把握及び更新時期の平準化を図るため、令和 2 年度に「斜里町下水道
ストックマネジメント計画 2」を策定し、令和 6年度には第 2期計画を策定しました。現在は、これらの
計画に基づき、適切かつ継続的な改築・更新を進めています。 
また、処理場へ下水を流入させるための 2か所のポンプ場及び 9か所のマンホールポンプについても、

今後、計画的かつ適切に改築・更新を進めていく必要があります。 
 
 
【特定環境保全公共下水道事業】 
下水道管渠については、平成 9 年から整備を開始し、全体計画区域のうち定住区域については整備を

完了しています。これまでに整備された汚水管渠施設の総延長は約 14.5km となっており、布設から 50

 
2 下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら維持管理、改築を一体的に捉えて計画的・効率的に管理するため
に、事業方針や実施計画を定めている。 
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年を経過するまでには一定の時間的猶予がありますが、日常的に適切な管理を行うことが重要となりま
す。 
下水処理場については、平成 14 年に供用を開始し、現在、築 22 年を迎えています。既設は 2 系列あ

りますが、観光人口の入込みに大きく左右される地区であることから季節変動が大きく、通常は 1 系列
で運転し、夏休み期間や流氷観光時期には 2系列で運転しています。 
また、処理場へ下水を流入させるため、管渠に設置されている全 15か所のマンホールポンプについて

も、今後、適切に改築・更新を進めていく必要があります。 
 

図表 2-3 施設の状況 
項  目 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 

下水道管延長 汚水 60.5㎞ 汚水 14.5㎞ 

処理区数 1区（斜里処理区） 1区（ウトロ処理区） 

処理場数 1施設 1施設 

排除方式 分流式 分流式 

処理施設概要 斜里下水終末処理場 ウトロ下水処理場 

 所在地 斜里町字以久科北 27番地 斜里町ウトロ西 180番地 
 敷地面積 1.77ha 0.60ha 
 水処理方式 標準活性汚泥法 3 オキシデーションディッチ法 4 

 処理能力 5,580㎥/日 2,150㎥/日 

 計画処理水量 5,123㎥/日最大 1,602㎥/日最大 

マンホールポンプ所 ９カ所 15カ所 

 
 
（５）組織体系 
下水道事業は、現在、斜里町長を事業管理者とし、産業部水道課において運営しています。事業の執行

体制は、課長職を含む町職員 5 名に加え、窓口業務を受託している民間職員 2 名の計 7 名で構成されて
います。 
現行の職員構成は、課長職 1 名、係長職 2 名、技師 1 名、事務職 1 名、民間職員 2 名となっており、

職種別では、技術職 3名、事務職 4名（うち 2名は民間職員）となっています。 

 
3 活性汚泥法の一種であり、主に曝気槽（反応タンク）と最終沈殿池から構成される処理方式。曝気槽内において、下水
と活性汚泥を混合・循環させながら空気を供給し、微生物の働きによって下水中の有機物を分解する。その後、最終沈
殿池において活性汚泥を沈殿分離し、沈殿した汚泥の一部を曝気槽へ返送するとともに、上澄みの水を処理水として放
流する仕組みとなっている。 

4 活性汚泥法の一種であり、環状（溝状）の曝気槽（オキシデーションディッチ）と最終沈殿池から構成される処理方
式。環状の曝気槽内において、下水と活性汚泥を循環させながら連続的に曝気を行い、微生物の働きによって下水中の
有機物を分解する。その後、最終沈殿池において活性汚泥を沈殿分離し、沈殿した汚泥の一部を曝気槽へ返送するとと
もに、上澄みの水を処理水として放流する仕組みとなっている。 
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図表 2-4 組織体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２ これまでの主な経営健全化の取組 
（１）民間活用及び技術者確保 
民間活用については、施設の運転管理、巡回点検、窓口事務、使用料の収納などを民間業者に委託し、

民間企業のノウハウを活用することで、下水道事業等において事務的・技術的知識を有する職員の不足
に対応しています。 

 
 

（２）ICT5活用による業務効率化 
メーター検針については、民間企業においても人員不足により業務継続が困難となりつつある状況を

踏まえ、令和 6年度に町内全戸へ水道スマートメーター6を導入し、令和 7年度から本格運用を開始して
います。これにより、メーター検針に要していた労力及び人件費を大幅に削減しています。 
さらに、現状においても若い担い手の減少や人材不足が顕著であることから、中央監視システム 7の高

度化などを通じて、維持管理の効率向上を図る取組を併せて実施しています。 
 
 
（３）施設の維持管理の統合及び下水汚泥処理の広域化 
処理場施設の維持管理費の高騰といった課題を抱えていた斜里郡 3 町の終末処理場 8及び下水処理場

については、令和 6年度から管理を統合し、一括管理とすることでコスト低減を図っています。 
また、下水汚泥の処理については、これまで民間業者による堆肥化や焼却処分を行っていましたが、処

 
5 Information and Communication Technology の略称。情報の収集・処理・共有を効率化するための技術や仕組み。 
6 水道メーターに通信機能を備えた端末を設置し、遠隔で自動検針ができる装置。これにより、人が現地を訪問する手間
が省け、検針データを自動かつ高頻度に取得してリアルタイムで使用水量を把握できる。漏水の早期発見や、見守りサ
ービス、町民への使用量通知なども可能となる。 

7 処理場施設内及びポンプ場等のさまざまな機器の状態をコンピュータで一元的に監視・制御する装置。遠隔での操作
や、異常発生時のアラーム通知、運転状況の記録、省エネルギー管理などを行うことで、建物をより安全・快適に運用
し、管理コストの削減にもつながる。 

8 斜里郡 3 町（斜里町、清里町、小清水町）終末処理事業組合で運営している、し尿処理場。 

事業管理者：町長 

課員４名（企業会計職員）、窓口２名（民間） 

水道課長 
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理費の高騰や安定的な処理の確保が困難となったことなどから、令和 3 年度途中に網走市と事務委託契
約を締結し、網走市のコンポスト施設において堆肥化を実施しています。これにより、汚泥処理費用は従
前のおおむね 3分の 1程度まで縮減されています。 
 
 
（４）ストックマネジメント 
下水道法に基づく機械・電気設備の標準耐用年数は 15年とされています。これらの機器更新に係る費

用を把握し、更新時期の平準化を図るため、令和 2年度に「斜里町下水道ストックマネジメント計画」を
策定し、令和 6 年度には第 2 期計画を策定しています。処理場施設については、当該計画に基づき、適
切かつ継続的な改築・更新が進められています。 
 
 
（５）その他 
①資産の有効活用等 
現時点では、有効活用が可能な遊休資産がないことから、収入増加につながる資産活用の取組について

は該当がない状況ですが、ダウンサイジング 9等により遊休資産が発生した場合には、その有効活用に向
けた検討を進めていきます。 
 
②防災・安全対策 
下水道事業における経営の健全化を図るためには、通常時のみならず、災害時等においても被害を最小

限に抑え、下水処理機能を確保できるよう、あらかじめリスクヘッジ 10を講じ、業務を継続できる体制を
整える必要があります。 
斜里町下水道事業では、「斜里町上下水道耐震化計画」に基づく基幹施設の耐震化をはじめ、町の個別

計画において定められた各種対策にも取り組んでいます。これらの対策内容については、図表 2-5 に示
します。 
 

図表 2-5 防災・安全対策の取組  
計画名 取組内容 

斜里町地域防災計画 上下水道施設対策、予防対策等 

斜里町下水道 BCP 下水道施設業務継続対策、予防対策等 

斜里町上下水道耐震化計画 上下水道施設の耐震化 

 
 
 

 
9 施設の更新等に当たって、既存の施設規模より小さくすること。建設コストや維持管理コストの縮減を図るもの。 
10 将来起こりうるリスク（危険や損失）を予測し、事前にその影響を回避又は最小限に抑えるための対策を講じるこ
と。 
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③委託手法の見直し 
維持管理及び施設巡回点検については、平成 17年度から包括委託として実施しており、コスト低減を

図った委託を継続しています。さらに、現在は直営で実施している水道事業の維持管理及び施設巡回点
検についても、水道・下水道を一体とした業務として委託することを検討しており、さらなるコスト低減
を図っていきます。 
 
④地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業の活用 
経営課題の解決を図るため、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業を活用し、令和 7 年度より公

営企業経営アドバイザーの派遣を受けています。 
 
 
３ 経営比較分析表等を活用した現状分析 
（１）経営比較分析表について 
経営比較分析表は、各公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその分析で構成され、平

成 29年度からその公表が開始されました。各公営企業においては、経年比較や類似団体との比較を行う
ことで、経営の現状と課題を把握するための資料として活用されています。 
 下水道事業では、「経営の健全性・効率性」及び「老朽化の状況」の観点から、次の指標が用いられて
います。 
 
「経営の健全性・効率性」に関する指標 

①経常収支比率 
③流動比率 
⑤経費回収率 
⑦施設利用率 

②累積欠損金比率 
④企業債残高対事業規模比率 
⑥汚水処理原価 
⑧水洗化率 

 
「老朽化の状況」に関する指標 

①有形固定資産減価償却率 
③管渠改善率 

②管渠老朽化率 

 
 
（２）斜里町下水道事業の現状分析 
公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業を合わせた下水道事業全体の分析結果は次のとおりで

す（決算値ベース 11）。なお、本町の下水道事業は令和６年度から地方公営企業法を財務適用しているた
め、実績値は１か年分のみとなります。 
 
  

 
11 地方公営企業決算状況調査の報告値に誤りがあり、総務省「経営比較分析表（令和 6 年度）」の数値とは一部差異が生
じている。 
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「経営の健全性・効率性」に関する指標 

①経常収支比率 
【指標の概要】 
使用料収入や一般会計からの繰入金等の収

益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程
度賄えているかを表す指標です。当該指標は、
単年度の収支が黒字であることを示す 100%以
上となっていることが必要です。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 86.23%とな

っており、経常損失が生じていることから、
使用料改定や経費節減策の実行など、経営改
善に向けた取組が必要です。 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：105.91% 

※算出式＝経常収益/経常費用×100 

②累積欠損金比率 
【指標の概要】 
営業収益に対する累積欠損金の状況を表す

指標です。当該指標は、累積欠損金が発生して
いないことを示す 0%であることが求められま
す。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 39.87%とな

っており、経営の健全性に課題がある状況で
す。0％となるよう経営改善を図っていく必要
があります。 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：3.03% 

※算出式＝未処理欠損金/（営業収益－受託工事収益）×100 

③流動比率 
【指標の概要】 
短期的な債務に対する支払能力を表す指標

です。当該指標は、１年以内に支払うべき債務
に対して支払うことができる現金等がある状
況を示す 100％以上であることが必要です。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 60.26%とな

っており、類似団体と比較して低い数値にあり
ます。経費節減などで資金を温存し、早期に短
期安全性を確保する必要があります。 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：78.43% 

※算出式＝流動資産/流動負債×100 

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 86.23

類似団体 105.41 104.64 105.35 106.80

50.00
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④企業債残高対事業規模比率 
【指標の概要】 
使用料収入に対する企業債残高の割合であ

り、企業債残高の規模を表す指標です。当該指
標については、明確な数値基準はないとされて
いますが、経年比較や類似団体との比較等によ
り自団体の置かれている状況を把握・分析し、
適切な数値となっているか、対外的に説明でき
ることが求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 1,420.39%と

なっており、企業債残高の規模が大きいことが
示されています。類似団体平均、全国平均を大
きく上回っており、投資規模や使用料水準が適
切か検討する余地があります。 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：630.82% 

※算出式＝（企業債現在高合計－一般会計負担額）/（営業 

収益－受託工事収益－雨水処理負担金）×100 

⑤経費回収率 
【指標の概要】 
使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料

で賄えているかを表した指標であり、使用料水
準等を評価することが可能です。当該指標は、
一般的に、使用料で回収すべき経費を全て使用
料で賄えている状況を示す 100％以上であるこ
とが必要とされています。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 65.33%とな

っており、汚水処理に係る費用を使用料で賄い
きれていないことが示されています。類似団体
平均と比較して、数値が低い状況にあり、経費
節減による維持管理費の圧縮や、適切な使用料
水準を検討する必要があります。 
 
 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：97.81% 

※算出式＝下水道使用料/汚水処理費（公費負担分を除く） 

×100 

R2 R3 R4 R5 R6

斜里町 1,420.39

類似団体 812.92 765.48 742.08 730.84
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⑥汚水処理原価 
【指標の概要】 
有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費

用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方
を含めた汚水処理に係るコストを表した指標
です。当該指標については、明確な数値基準は
ないとされていますが、経年比較や類似団体と
の比較等により自団体の置かれている状況を
把握し、効率的な汚水処理が実施されているか
分析し、適切な数値となっているか、対外的に
説明できることが求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 294.08 円と

なっており、高い値を示しています。類似団体
と比較して、約 1.6 倍となっており、汚水処理
に係るコストが非常に高い状況にあることか
ら、経費節減による維持管理費の圧縮や適切な
使用料水準を検討する必要があります。 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：138.75 円 

※算出式＝汚水処理費（公費負担分を除く）/年間有収水量 

⑦施設利用率 
【指標の概要】 
施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対

する、一日平均処理水量の割合であり、施設の
利用状況や適正規模を判断する指標です。当該
指標については、明確な数値基準はないとされ
ていますが、一般的には高い数値であることが
望まれます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 41.79％とな

っています。類似団体と比較して低い水準にあ
りますが、要因として、観光地区を有すること
から季節や年度ごとの観光客数の変動に対応
するため、一定程度の施設能力を確保している
ことが挙げられます。 
 
 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：58.94% 

※算出式＝晴天時一日平均処理水量/晴天時現在処理能力 

×100 
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⑧水洗化率 
【指標の概要】 
現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所

を設置して汚水処理をしている人口の割合を
表した指標です。当該指標については、公共用
水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点
から 100％となっていることが望ましいとされ
ています。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 94.55％とな

っています。類似団体と比較して高い値にあ
り、積極的な施設整備や啓発活動により普及が
進んだ結果と考えられます。 
 
 
 
 
 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：95.91% 

※算出式＝現在水洗便所設置済人口/現在処理区域内人口 

×100 
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80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

水洗化率（％）
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「老朽化の状況」に関する指標 

①有形固定資産減価償却率 
【指標の概要】 
有形固定資産のうち償却対象資産の減価償

却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産
の老朽化度合いを示しています。当該指標につ
いては、明確な数値基準はないとされています
が、経年比較や類似団体との比較等により自団
体の置かれている状況を把握・分析し、適切な
数値となっているか、対外的に説明できること
が求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 60.88％とな

っており、老朽化が進行していることを示して
います。特に公共下水道事業は、供用開始から
40年程度経過し、経年劣化により管渠、処理場
設備ともに不具合が増加傾向にあることから、
計画的に更新事業に取り組む必要があります。 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：41.09% 

※算出式＝有形固定資産減価償却累計額/有形固定資産償却 

対象資産帳簿原価×100 

②管渠老朽化率 
【指標の概要】 
法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表

した指標で、管渠の老朽化度合いを示していま
す。当該指標は、明確な数値基準はないとされ
ていますが、経年比較や類似団体との比較等に
より自団体の置かれている状況を把握・分析
し、適切な数値となっているか、耐震性や今後
の更新投資の見通しを含め、対外的に説明でき
ることが求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 0％となって

います。本町下水道事業は、供用開始が昭和 62
年度であるため、50 年経過管は存在しません。 
 
 
 
 
 
 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：8.68% 

※算出式＝法定耐用年数を経過した管渠延長/下水道布設延長 

×100 
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③管渠改善率 
【指標の概要】 
当該年度に更新した管渠延長の割合を表し

た指標で、管渠の更新ペースや状況を把握でき
ます。当該指標については、明確な数値基準は
ないとされていますが、数値が 1％の場合、全
ての管路を更新するのに100年かかる更新ペー
スであることが把握できます。数値が低い場
合、耐震性や今後の更新投資の見通しを含め、
対外的に説明できることが求められます。 
【現状分析】 
当該指標は、令和６年度決算で 0％となって

います。現状においては、一定程度の健全性が
確保されていることから、管渠の更新・改良は
行っていません。 
 

 

※全国平均（R5 公共下水道事業）：0.22% 

※算出式＝改善（更新・改良・維持）管渠延長/下水道布設 

延長×100 

 
 
全体総括 

法適用初年度においては、経常収支が赤字となり、流動比率も低く、短期的な資金繰りに課題がある状況
です。汚水処理原価についても高い水準にあることから、維持管理の効率化によるコスト削減を進めていま
すが、経費回収率の低さから使用料水準の定期的な見直しが不可欠となっています。 
施設利用率については、季節や年度ごとの観光客数の変動を踏まえ、一定程度の施設能力を確保している

ため、類似団体平均と比較して低い水準となっていますが、今後は人口減少を踏まえたダウンサイジングの
継続的検討が必要です。水洗化率は高水準ですが、さらなる普及促進により収益基盤の強化を図ります。 
施設の老朽化については、下水道事業の供用開始が昭和 62年度であることから、50 年経過管は存在しま

せんが、処理場設備の老朽化が進行しているため、経営状況と整合した計画的な更新を行っていく必要があ
ります。 
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第３章 将来の事業環境 
１ 処理区域内人口 
（１）予測の手法 
処理区域内人口は、「斜里町創生総合戦略」に示された「将来推計人口シミュレーション 12」を基に、

普及率等を考慮した上で予測しました。 
 

（２）処理区域内人口の予測 
処理区域内人口は、図表 3-1 及び図表 3-2 のとおり右肩下がりとなっており、令和 7 年度の見込値が

7,982人であるのに対して、令和 37年度の予測値は 4,976人となり、30年間で約 38%減少する予測結果
となっています。 

 
図表 3-1 処理区域内人口の実績及び予測 

年度 R6 
(実績) 

R7 
(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

処理区域内人口(人) 8,098 7,982 7,867 7,752 7,637 7,521 7,408 7,299 7,191 7,083 6,975 6,867 

 
 

図表 3-2 処理区域内人口の予測（30年間） 

 
 
 

２ 有収水量 
（１）予測の手法 
処理区域内人口予測と大口需要家（企業等）の直近５年間の水量の推移から一般家庭の有収水量と大口

需要家の有収水量をそれぞれ予測しました。 
 
 

 
12 国立社会保障・人口問題研究所「地域別将来推計（2023）」の仮定値を使用した、将来推計 A を採用。 
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（２）有収水量の予測 
有収水量についても、図表 3-3 及び図表 3-4 のとおり右肩下がりとなっており、令和 7 年度の見込値

が 980,626㎥であるのに対して、令和 37年度の予測値は 618,673㎥となり、30年間で約 37%減少する
予測結果となっています。 

 
図表 3-3 有収水量の実績及び予測 

年度 R6 
(実績) 

R7 
(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

有収水量(㎥) 993,905 980,626 966,869 953,102 939,324 925,472 911,890 898,878 885,917 872,946 859,964 847,021 

 
 

図表 3-4 有収水量の予測（30年間） 

 

 
３ 使用料収入 
（１）予測の手法 
基本使用料については、処理区域内人口の推計及び直近 5 年間の需要家数の推移を勘案の上、予測し

ました。超過使用料については、有収水量の推計に基づき、予測しました。なお、現行の使用料水準を前
提とした場合と、使用料改定を実施した場合の 2つの推計パターンにより試算を行います。 
 
 
 【パターン１】現行の使用料水準を前提とした場合 
 
 【パターン２】令和 11年度に 20%、令和 15年度に 15%の改定を実施した場合 
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（２）使用料収入の予測 
上記で示した２つの推計パターンによる使用料収入の試算は、次のとおりです。 

 
【パターン１】現行の使用料水準を前提とした場合 
使用料改定を行わなかった場合、図表 3-5及び図表 3-6のとおり年々減少することが見込まれますが、

大口需要家からの収入が比較的安定していることから、令和 7 年度の見込値が 188,577 千円であるのに
対して、令和 37年度の予測値は 120,402千円となり、減少率は約 36%を想定しています。 
 

図表 3-5 パターン１による使用料収入（税抜）の予測 

年度 R6 
(実績) 

R7 
(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

税抜使用料(千円) 190,944 188,577 186,003 183,425 180,843 178,256 175,702 173,273 170,840 168,403 165,962 163,536 

 
図表 3-6 パターン１による使用料収入（税抜）の予測（30年間） 

 
 
【パターン２】令和 11年度に 20%、令和 15年度に 15%の改定を実施した場合 
令和 11 年度に 20％、令和 15 年度に 15％の改定を実施した場合の使用料収入は、図表 3-7 及び図表

3-8 に示すとおりと見込まれ、令和 15 年度には 232,396 千円まで増加する見込みです。また、令和 37
年度の予測値は 166,155千円となり、令和 7年度の見込値 188,577千円に対して、約 12％の減少を想定
しています。 
 

図表 3-7 パターン 2による使用料収入（税抜）の予測 

年度 R6 
(実績) 

R7 
(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

税抜使用料(千円) 190,944 188,577 186,003 183,425 180,843 213,907 210,842 207,928 205,008 232,396 229,028 225,680 
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図表 3-8 パターン 2による使用料収入（税抜）の予測（30年間） 

 
 
パターン 1の使用料収入とした場合、赤字が継続し、累積欠損金は令和 17年度に 327,985千円に達し

ます。パターン２の使用料収入とした場合、単年の収支はおおむね黒字を維持し、累積欠損金は令和 17
年度に解消できる見込みです。よって、投資・財政計画においては、パターン 2を採用し、試算すること
とします。 
 

図表 3-9 パターン 1（現行の使用料水準）の使用料収入とした場合の収支見通し 

 
 

図表 3-10 パターン 2（令和 11年度、令和 15年度に改定）の使用料収入とした場合の収支見通し 
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４ 組織 
斜里町が令和 6年 6月に策定した第 7次総合計画（令和 6～15 年度）では、効率的かつ効果的な行政

運営を推進するため、「専門職等人材の確保」及び「人材育成の取組推進」を掲げています。 
水道・下水道事業にかかる技術職（土木）については、現在 3名が担当していますが、全国的な傾向と

同様に、近年は新たな技術職の採用が極めて困難な状況にあります。このため、技術職における業務の適
切な分担及び業務量の平準化に向けて、企業会計・一般会計の枠組みにとらわれない柔軟な人員配置が
求められており、計画期間内に水道課の組織体制に大きな見直しが生じる可能性があります。 
今後においても、下水道事業に必要な知識や経験を組織内に蓄積しつつ、官民連携のさらなる推進によ

る業務の効率化を図り、持続可能な事業運営に取り組んでいきます。 
 
 
５ 施設 
（１）予測の手法 
下水道施設の更新予測に当たっては、時間計画保全 13を原則とし、以下の２つの推計パターンで試算

を行います。 
 
 【パターン１】法定耐用年数による更新 
 
 【パターン２】図表 3-9で示した管渠、建築・土木、電気、機械などの種類ごとに本町が定めた目標

耐用年数による更新 
 
 

図表 3-11 下水道施設の目標耐用年数  
区分 法定耐用年数 目標耐用年数 

管渠 50年 70年 

建築・土木 50年 70年 

電気 20年 25年 

機械 20年 25年 

 
 
  

 
13 施設の特性に応じて、法定耐用年数や目標耐用年数により、あらかじめ定めた周期で更新時期を定める管理方法。 
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（２）施設の見通し 
上記で示した２つの推計パターンによる施設更新費の試算は、次のとおりです。 

 
【パターン１】法定耐用年数による更新 
・30年間の施設更新費：194億 8,940万円 
・当該計画期間内（10年間）の施設更新費：44億 200万円 
 

図表 3-12 パターン１による施設更新費と減価償却費の見通し 

 
 
【パターン２】目標耐用年数による更新 
・30年間の施設更新費：67億 5,300万円 
・当該計画期間内（10年間）の施設更新費：18億 9,020万円 
 

図表 3-13 パターン 2による施設更新費と減価償却費の見通し 
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投資試算の結果、パターン 1の事業量とした場合、10年間の施設更新費は 44億 200万円と見込まれ、

過大な規模となるほか、減価償却費が高水準で推移することから、経営の中長期的な安定性を損なうお
それがあります。 
このため、パターン 2を採用した上で事業量の平準化や更新以外の事業との調整を図り、10年間の施

設更新費を以下のとおり見込むこととします。 
 
・当該計画期間内（10年間）の施設更新費：18億 2,800万円 
 

図表 3-14 パターン 2を採用した上で事業量を平準化した場合の施設更新費 

 
なお、計画期間内の建設改良事業としては、上記の施設更新費に加え、下水道広域化推進総合事業

（旧MICS事業）として、し尿等受入施設の建設工事や公共汚水桝の新設工事などを予定していま
す。 
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第４章 経営の基本方針 
まちづくりのマスタープランである「斜里町第 7 次総合計画（令和 6 年 6 月）」では、「みんなで一緒

にとりくむ、持続可能なまちづくり」を基本テーマに掲げ、6つの基本目標を設定しています。このうち、
「安心して住みつづけられるまち」では、その下位施策として「くらしを守る上下水道の整備」を位置付
け、「下水道事業の継続性の確保」及び「上下水道事業の健全経営」を基本施策として掲げています。 
これらを踏まえ、本経営戦略における経営方針は、「安定した下水道事業の継続」及び「経営の健全性

の向上」とします。 
具体的な取組として、下水処理施設の耐震化や老朽化対策を計画的に進めるとともに、し尿処理場との

統合（下水道広域化推進総合事業（旧MICS事業））に向けた施設整備を進めます。 
また、経営面においては、経営基盤の強化を図るため、外部委託の効率化や下水道汚泥の有効利用など

に取り組みます。 
 

図表 4-1 下水道事業経営の経営方針及び取組内容 
経営方針 具体的な取組 取組内容 

安定した下水道事業の継続 
 
経営の健全性向上 

下水処理施設の耐震化 

斜里町上下水道耐震化計画等を基に、下水処理
施設の耐震化を図ることにより、災害に強く持
続可能な下水道とするための対策を講じていき
ます。 

処理場・ポンプ場設備の
適切な更新 

ストックマネジメント計画に基づき、適切かつ
計画的な設備更新を行っていきます。 

し尿処理との統合 
（下水道広域化推進総合
事業） 

斜里郡 3 町（斜里町、清里町、小清水町）で発
生するし尿を斜里下水終末処理場で受け入れる
ことにより、効率的な処理を行います。 

下水道資源の有効利用の
安定的な継続 

網走市と広域で実施している下水道汚泥の堆肥
化について、安定的な継続を図ります。あわせ
て、課題となっている堆肥の利用先を安定的に
確保するため、利用しやすい堆肥の生産を目指
します。 

経営の管理・監視 

経営戦略の進捗管理を踏まえた予算計上及び執
行を行います。あわせて、経営状況に応じた定
期的な使用料の見直しを行うことにより、安定
的な経営の確保を図ります。 

外部委託の効率化 
上下水道施設の維持管理を一体的に外部委託す
ることにより、技術職の担い手不足への対応を
図ります。 
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第５章 投資・財政計画（収支計画） 
１ 投資・財政計画（収支計画） 
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２ 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 
（１）収支計画のうち投資についての説明 
①目標設定 
経営方針である「安定した下水道事業の継続」を実現するため、以下の目標を設定します。 
 

図表 5-1 投資についての目標 

処理施設の耐震化率 
（耐震補強面積/施設面積） 

斜里下水終末処理場管理棟の耐震補強を実施することにより、下水処理施
設の耐震化率を 18.2%から 42.3%に向上させます。 

し尿処理との統合（下水
道広域化推進総合事業） 

斜里郡 3 町（斜里町、清里町、小清水町）で発生するし尿を斜里下水終末
処理場で受け入れるため、施設整備を推進し、令和 14年度の供用開始を目
指します。 

 
なお、長期目標（30年）として、処理施設の耐震化率 100%を設定します。 

 
 
②主な建設改良投資 
投資・財政計画で予定する主な建設改良投資は、以下のとおりです。 

 
図表 5-2 計画期間内に予定する主な建設改良投資 

事業 対象施設 内容 建設改良費 

公共下水道 斜里下水終末処理場 

機械・電気設備更新 1,072,500千円 

し尿等受入施設整備 1,638,500千円 

下水処理施設耐震化 162,500千円 

特定環境保全 
公共下水道事業 

ウトロ地区マンホールポンプ所 機械・電気設備更新 200,000千円 
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③投資・財政計画の策定に当たって反映した取組 
投資・財政計画の策定に当たって反映した取組は、以下のとおりです。 

 
図表 5-3 投資・財政計画の策定に当たって反映した取組 

管渠、処理場等の建設・
更新に関する事項・投資
の平準化に関する事項 

目標耐用年数に基づいた更新パターンを採用した上で、経営状況や繰入金
抑制の観点から、投資の平準化を図ります。 

広域化・共同化・最適化
に関する事項 

斜里郡３町（斜里町、清里町、小清水町）で運営するし尿処理場の老朽化に
伴い、施設の整備及び運営の効率化を図るため、斜里下水終末処理場内に
受入施設を整備します。 

民間活用（PPP/PFI14な
ど）に関する事項 

該当なし 

防災・安全対策に関する
事項 

斜里下水終末処理場管理棟の耐震補強を実施します。 

その他の投資に関する事
項 

該当なし 

 
 
（２）収支計画のうち財源についての説明 
①目標設定 
良好な収支状況を保ち、更新財源や運転資金を確保していくため、以下の目標を設定します。 

 
図表 5-4 財源についての目標 

経常収支比率 
令和 6 年度の決算値（86.23%）から段階的に改善し、令和 15 年度以降は
100%以上を維持します。 

累積欠損金比率 
令和 6 年度の決算値（39.87%）から段階的に改善し、令和 17 年度までに
0%とすることを目指します。 

経費回収率 
令和 6 年度の決算値（65.33%）から段階的に改善し、令和 11 年度までに
70%以上、令和 15年度までに 80%以上を達成・維持します。 

 
なお、長期目標（30年）として、経常収支比率 100%以上、経費回収率 80%以上の維持を設定します。 

 
 
 
 

 
14 PPP は「Public Private Partnership」の略で、官民連携事業の総称。PFI は「Private Finance Initiative」の略で、P

PP の一種。PFI は PFI 法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を
活用して行う手法。 
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②財源の説明 
財源についての反映事項は、以下のとおりです。 

 
図表 5-5 財源の説明 

使用料収入の見通し 
処理区域内人口や有収水量などの事業環境予測に基づき試算しました。な
お、令和 11年度に 20%、令和 15年度に 15%の使用料改定を見込みます。 

繰入金に関する事項 

一般会計側との協議に基づき、下記の経費について補助を受けます。 
・雨水処理に要する経費 
・不明水処理に要する経費 
・水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費 
・地方公営企業法の適用に要する経費 
・分流式下水道等に要する経費（資本費） 
・下水道事業債（特別措置分）償還に要する経費 
・職員人件費の一部 
・児童手当に要する経費 
・基礎年金拠出金に要する経費 
・維持管理費の一部 

国庫補助金に関する事項 補助事業の財源として、国庫補助金を受け入れます。 

企業債に関する事項 
建設改良費の財源として、下水道事業債、過疎対策事業債、辺地対策事業
債等を借り入れます。また、資金状況に応じて、資本費平準化債を借り入
れます。 

資産の有効活用に関する
事項 

該当なし 

その他の財源に関する事
項 

該当なし 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 
投資以外の経費（委託費、修繕費、人件費等）の積算の考え方等については、以下のとおりです。 

 
図表 5-6 投資以外の経費についての説明 

民間活力の活用に関する
事項 

現状の下水処理場等の維持管理委託を継続し、令和 9 年度からは水道施設
の維持管理を一体化することにより効率化を図ります。 

職員給与費に関する事項 

令和 8年度は技術職 2人分を見込み、令和 9年度以降は事務職 1人分、技
術職 1 人分を計上します。業務フローの見直し等により、時間外勤務の抑
制を図りますが、定期昇給や人事異動、ベースアップ等を想定し、毎年度
1.5%の上昇率を見込みます。 

動力費に関する事項 
機器更新に併せ、省エネルギー化を進めるほか、運転方法の工夫等により
削減を図りますが、燃料調整費の動向等も加味し、令和 6 年度の単価を基
準に、毎年度 1.5%の上昇率を見込みます。 

修繕費に関する事項 
施設の経年化等に伴う増として、令和 6年度の実績を基準に、毎年度 1.5%
の上昇率を見込みます。 

委託料に関する事項 
経常的経費については、労務単価の上昇や施設の経年化等に伴う増として、
令和 6年度の実績を基準に、毎年度 1.5%の上昇率を見込む一方、臨時的経
費については、業務内容の精査や事業量の圧縮により削減を図ります。 

企業債利息に関する事項 
新規に借り入れる企業債の貸付利率を 2.5%と見込みます。また、利率見直
し分については、個別に利息額を算定します。 

その他の経費に関する事
項 

備消品については、品質や機能の条件を満たす中で、より廉価な製品を選
定することとするほか、その他の経費についても IT15などの新技術の活用
により圧縮を図ります。 

 
  

 
15 情報技術。Information Technology の略称。ネットワークやコンピュータなどに用いられる技術の総称。 
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３ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
（１）今後の投資についての考え方・検討状況 
今後の投資については、施設状況や工事価格の動向、人口動態等を注視しながら慎重に判断し、施設の

健全性と経営の安定を両立していきます。 
 

図表 5-7 今後の投資についての考え方・検討状況 
広域化・共同化・最適化
に関する事項 

該当なし 

投資の平準化に関する事
項 

最新の施設状況等を把握し、建設改良投資のさらなる抑制・平準化を検討
します。 

民間活力の活用に関する
事項（PPP/PFIなど） 

事業や施設の規模から PPPや PFIの導入については、課題も多いと認識し
ていますが、引き続き、制度や費用対効果などの情報収集に努めます。 

その他の投資に関する事
項 

該当なし 

 
 
（２）今後の財源についての考え方・検討状況 
使用料のあり方については、4年に一度、検討を行うこととしており、次回は令和 10年度の検討開始

を予定しています。また、建設改良事業の財源となる国庫補助金や企業債については、町にとって、より
有利な財源の確保に努めます。 
 

図表 5-8 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する
事項 

使用料収入で必要経費を賄えない状況が継続していることから、使用料の
あり方について、定期的に検討を実施します。次回は、令和 10年度の検討
開始を予定しています。 

繰入金に関する事項 
経費負担や繰入のルールについて、適宜検討し、財政部門と協議・調整を
行うこととします。 

資産活用による収入増加 
の取組について 

保有現金について、より有利な運用方法を検討します。また、有価物の売
却等による収入増加の取組を検討します。 

その他の取組 
施設の更新に当たっては、国庫補助金の活用や交付税措置率の高い企業債
を発行するなど、適切な財源確保に努めます。 
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（３）今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況 
BPR16や DX17の手法、最新技術などを用い、積極的な経費の抑制に努めます。また、適切な点検修繕に

より、施設を健全な状態で可能な限り長期間使用することを目標としています。 
 

図表 5-9 今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況 
民間活力の活用に関する
事項（包括的民間委託等
の民間委託、指定管理者
制度、PPP/PFIなど） 

中長期複数年契約や対象業務の範囲等について、適宜検討します。ウォー
ターPPP18については、国の制度動向や財政支援、先行自治体の実証事例を
継続的に把握・分析し、本町の上下水道の特性と地域実情に即した段階的
検討を進めていきます。 

職員給与費に関する事項 
民間委託の活用に加え、BPR や DX の手法により業務の効率化を図ること
で、職員給与費の抑制に努めます。 

動力費に関する事項 
高効率機器の導入やダウンサイジングなど、費用対効果を勘案しながら動
力費の節減策実施を検討します。また、オンサイト PPAによる太陽光発電
設備の整備を検討します。 

修繕費に関する事項 
適切な点検修繕により、施設を健全な状態で可能な限り長期間使用するよ
う努めます。 

委託料に関する事項 効率的な発注形態などについて、適宜検討します。 

その他の取組 
支払利息抑制のため、金利情勢等に応じて、据置期間や借入期間の調整等
を検討します。 

 
 

 
16 既存の業務フローを抜本的に見直し、全体を再構築することで、組織や制度、システムを刷新し、コスト削減や生産
性向上を目指す経営手法のこと。 

17 デジタル技術（AI、IoTなど）を活用し、ビジネスや社会のあり方を根本的に変革することを指す「デジタルトランス
フォーメーション（Digital Transformation）」の略称。 

18 水道・下水道・工業用水道などの水分野において、民間企業が持つノウハウを活用して施設管理や更新を行う官民連
携（Public Private Partnership）の手法のこと。 
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第６章 経営戦略の事後検証、改定、進捗管理等に関する事項 
１ 経営戦略の事後検証、改定、進捗管理等に関する事項 
経営戦略に掲げた施策と事業計画の着実な実施のため、PDCA サイクル 19によって毎年度の進捗管理

と 5年後の計画の見直しを行います。そのイメージを図表 6-1 及び図表 6-2 に示します。計画期間は 10
年間とし、PDCA サイクルに則り 5 年ごとに見直し、経営指標をはじめとする活動成果をホームページ
等に公表していきます。なお、次回の改定は令和 18年 3月の予定となっています。 
 
 

図表 6-1 経営戦略の PDCAサイクル（短期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 6-2 経営戦略の PDCAサイクル（長期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 継続的に業務を改善するための実行手法。具体的には、業務計画の作成（Plan）、計画に則った実行（Do）、実践の結
果を目標と比べる点検（Check）、発見された改善すべき点を是正する（Action）の 4 つの段階を繰り返すことで、段
階的に業務レベルを向上させることができる。 

経営方針

目標値

PDCAの継続

経営戦略の
策定(数値目
標設定)

5年後の経営
戦略見直し

10年後の経営
戦略改定

X年後の経営
戦略改定

•目標との乖離把握
•経営比較分析表
•決算値

•見直し（ローリング）
•5年ごとの検証・改善
•取組の再検討

•経営戦略に基づく事業運営
•計画の実施

•経営戦略の策定・改定
•投資計画
•財政計画 Plan

計画

Do

実行

Check

評価

Action

改善
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２ 経費回収率の向上に向けたロードマップ 
国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について(令和 2 年 7 月 22 日)」

に基づき、下水道事業（公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業）における経費回収率の向上に向
けたロードマップを図表 6-3に示します。 
経費回収率については、低下傾向となっていますが、図表 6-3 に掲げた取組により、段階的に改善す

ることを目標にしています。また、これらの取組により、経常収支比率や企業債残高対事業規模比率な
ど、他の経営指標についても改善を図っていく予定です。 
なお、本町では、令和 4年度に使用料改定を実施しましたが、今後においても、人口減少や物価上昇の

動向等を見極めつつ、定期的に使用料のあり方について検討することとしています。 
 
 

図表 6-3 経費回収率の向上に向けたロードマップ 
 R6 

(決算) 
R7 

(見込) R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

業績目標（経費回収率の目標値） 65.33% 61.82% 65%以上 70%以上 80%以上 

収入増加のための具体的取組             

 使用料のあり方に関する検討実施     ○ ○   ○ ○   

 経費負担・繰入ルールの検討実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

支出削減のための具体的取組             

 エネルギー効率の高い機器の選定       ○     ○ 

 効率的な運転方法の検討実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 ダウンサイジングの検討実施       ○     ○ 

 各業務の手法等の見直し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 外部委託の効率化の検討実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

広域化共同化の取組             

 下水道広域化推進総合事業  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

経営の定期的な検証・計画の見直し             

 経営戦略の進捗管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 経営戦略の見直し・改定  ○     ○     ○ 
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